
 (仮称)生活・地域支援コーディネーター業務委託における参加者の有無を 

確認する公募手続に関する要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、福知山市（以下、「市」という。）が行う（仮称）生活・地域支援コーディネーター業務

（以下「公募対象業務」という。）に係る委託契約を締結するにあたり、公募により当該契約への参加希望

者の有無を確認する等の手続（以下「公募手続」という。）を実施することに関して、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（公募の趣旨） 

第２条 公募対象業務は、たとえ介護や支援が必要になっても、高齢者が住み慣れた地域で生きがいを

持って生活を送ることができるよう、多様な主体による多様な生活支援・介護予防サービスの提供体制

の構築を図るため、生活・地域支援コーディネーターを配置し、地域の支援ニーズとサービスのコーディ

ネート機能を担い、サービスを提供する事業主体と連携して、地域の生活支援体制の充実を図ることを

目的とした業務である。本業務を遂行する委託先は、地域資源及び地域の高齢者の支援ニーズの把握

や地域住民が主体となる支え合い活動などの仕組みづくり等、高齢者の社会参加や地域福祉推進に向

けたコーディネート機能を果たすことを必要とするため、本業務の実施を希望する者の有無を確認する

目的で、参加意思確認書の提出を求める公募を実施するものである。 

 

公募の結果、「第５条 公募要件」を満たすと認められる者が複数いる場合は、改めてプロポーザル方

式により受託候補者を特定する手続きを実施する予定である。 

なお、本公募は、福知山市議会における予算の議決に先立ち準備行為として行うものであるので、公

募対象業務に係る予算が福知山市議会において否決された場合、公募対象業務は実施しない。 

 

（契約概要） 

第３条 契約の概要は、次のとおりとする。 

（１）業務名 

（仮称）生活・地域支援コーディネーター業務 

（２）業務内容 

次に掲げる内容とする。 

なお、詳細は別紙「（仮称）生活・地域支援コーディネーター業務仕様書」参照のこと。 

（３）履行期間 

契約締結日から令和11年３月３１日まで 

（４）留意事項 

予算その他本市の事情により、当該公募手続の中止又は当該事業を中止する場合がある。 

 



（参加資格） 

第４条 参加意思確認書を提出する者は、公募開始日から遡って５年以内に自治体における類似業務の

受託実績があり、仕様書に記載の業務を遂行する能力及び実績を有する者であって、次に掲げる要件

をすべて満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないこと。 

（２）民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てをした者であっては再生計画

の認可がなされていない者、会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て

をした者にあっては更生計画の認可がなされていない者でないこと。 

（３）国税又は地方税の滞納をしている者でないこと。 

（４）福知山市指名競争入札参加者指名停止取扱要綱（平成15年福知山市告示第137号）に定める指名

停止基準その他国等契約実務機関が定める指名停止基準に基づく指名停止の措置期間中の者でな

いこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「法」という。）第２条

第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しないほか、次に掲げる者（次のいずれかに

該当した者であって、その事実がなくなった後２年間を経過しない者を含む。）に該当しないこと。 

ア 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が暴力団員である者

又は暴力団員がその経営に関与している者 

ウ  自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴

力団の利用等をしている者 

エ  暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴

力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

オ  暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

カ  暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

キ  暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて企画提案に参加しようとする者 

（６）公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団

体に属する者に該当しないこと。 

（公募要件） 

第５条 公募要件については、次のとおりとする。 

（１）仕様書に記載する生活・地域支援コーディネーターの役割について、高齢者の生活支援・介護予防サ

ービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす役割を担う人材を配置すること。 

（２）生活・地域支援コーディネーターの配置について、市域全体を担当地域とする生活支援コーディネー

ター（第１層）と、原則中学校区単位である９つの日常生活圏域を担当する地域支援コーディネーター

（第２層）を配置すること。 

（３）業務の円滑な継続を確保するため、現行受託者と十分な連携のもと、業務内容、運営手順、留意事項

等について、適切に引き継ぎを行うこと。 



（応募資料の配布） 

第６条 応募に要する資料については、次のとおり配布する。 

（１）配布期間 

令和8年１月２３日（金）から令和８年２月２７日（金）まで 

各日午前８時３０分から午後５時１５分まで（閉庁日を除く。） 

（２）配布場所 

ア 福知山市ホームページにおける掲示 

イ 福知山市役所における配布 

福知山市 健康福祉部 地域包括ケア推進課 災害時ケアプラン推進係 

所在地 京都府福知山市字内記13番地の１ 

電話 ０７７３－４８－９２５８ 

担当 足立 

（３）配布書類 

仕様書、参加意思確認書 

 

（参加意思確認書の提出） 

第７条 公募手続においては、第４条第１項に規定する契約への参加意思及び当該契約に必要な要件を満

たすことを確認する書類（以下「参加意思確認書」という。）の提出を求めるものとする。 

２ 参加意思確認書の提出については、次のとおりとする。 

（１）提出期間 

前条「配布期間」に同じとする。 

なお、参加意思確認書が提出期間までに到達しなかった場合は、参加意思確認書の提出を無効とす

る。 

（２）提出場所 

前条「（２）配布場所」に同じ 

（３）提出方法 

応募者は、「参加意思確認書」に第５条に規定する公募要件（以下、「公募要件」という。）を満たすこと

を証する書類及び次に掲げる書類を添付し、提出期間までに直接持参又は郵送すること。なお、参加意

思確認書等を郵送する場合は、提出期間中に必着しなければならない。 

ア 応募者の概要（会社・団体概要等。様式自由） 

イ 公募開始日から遡って５年以内に自治体において受託した類似業務の実績を確認できる書類（契約

書の写し等） 

ウ 福知山市税の滞納がないことの証明   

※市への納税がない場合、「所在地の自治体への滞納がないことの証明」（納税証明書）、または

「法人住民税」「法人事業税」等が記載された納税証明書を提出すること。 

※発行日から３か月以内のもの。コピー可。 



エ 消費税及び地方消費税の納税証明 

※納税証明書「その１ 納税額等証明用 項目：消費税及び地方消費税」または「その３ 未納税額

のない証明用」または「その３の３ 『法人税』及び『消費税及地方消費税』について未納税額のな

い証明用」など。 

※発行日から３か月以内のもの。コピー可。 

オ 応募者が法人の場合は、以下の書類を添付のこと。 

（ア）現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書（１部）  

※発行日から３か月以内のもの。コピー可。 

（イ）法人定款 

カ 応募者が任意団体の場合は、以下の書類を添付のこと。 

（ア）団体の規約 

（イ）役員一覧 

 

（参加意思確認書の審査） 

第８条 参加意思確認書が提出された場合、市は、参加意思確認書を提出した者が、公募要件を満たす者

であるかどうかについて、審査するものとする。 

２ 市は、審査において必要があるときは、ヒアリングを行うものとする。 

 

（審査結果の通知及び公表） 

第９条 市は、参加意思確認書を提出した者に対し、前条第１項の審査結果を、書面で通知するものとす

る。 

２ 前項の審査の結果を、公募要件を満たすと認められない者に対し通知する場合には、公募要件を満た

すと認められないと判断した理由を付すものとする。 

３ 第１項の通知は、参加意思確認書の提出期限の翌日から起算して７日（閉庁日を除く。）以内に行うも

のとする。 

４ 審査の結果は、市ホームページに公表する。 

 

（公募要件を満たさないとされた理由の説明） 

第10条 第８条第１項の審査の結果、公募要件を満たさないとされた者は、前条第１項の通知をした日の

翌日から起算して７日以内に、市に対して、書面により、公募要件を満たさないとされた理由についての

説明を求めることができる。 

 

（審査後の契約手続き） 

第11条 第８条第１項の審査の結果、公募要件を満たすと認められる者が複数いる場合、プロポーザル方

式の受託事業者選定手続に移行するものとする。 

２ 第８条第１項の審査の結果、公募要件を満たすと認められる者が１者のみであった場合は、当該応募者



と地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の規定により随意契約を締結するものとする。 

３ 第８条第１項の審査の結果、公募要件を満たすと認められる者がいなかった場合又は応募者がなかった場

合、業務の仕様を見直したうえで再度公募手続を行う。 

 

（雑則） 

第12条 参加意思確認書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

２ 提出された参加意思確認書及びその関係書類は返却しない。 

３ 提出された参加意思確認書は、審査以外の用途のために、提出者に無断で使用しない。 

４ 参加意思確認書に虚偽の記載をした場合は、参加意思確認書の提出を無効とする。 

５ 参加意思確認書を提出した者は、提出した書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければ

ならない。 

６ 参加意思確認書の提出後に辞退する場合は、書面により届け出るものとする。 

７ 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法（平成４年法

律第５１号）に定める単位とする。 

 

（委任） 

第13条 この要領の施行について必要な事項は、別途定める。 

 

附則 

１ この要領は、令和8年１月２３日から施行する。 


